
○
総
務
省
令
第

号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
施

行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別
紙
２

1



改

正

後

改

正

前

（
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
）

第
六
条

法
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
発
射
す
る
電
波
が
著
し
く
微
弱
な
無
線
局
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

［
一
～
三

略
］

［
２
・
３

略
］

４

法
第
四
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一

略
］

二

次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
波
の
型
式
及
び
空
中
線

電
力
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
特
定
小
電
力
無
線
局
」
と
い
う
。
）

［
⑴
～
⒀

略
］

⒁

タ
イ
ヤ
空
気
圧
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
四
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
タ

イ
ヤ
空
気
圧
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
）
又
は
キ
ー
レ
ス
エ
ン
ト
リ
シ
ス
テ
ム
（
同
号
ロ
に
規

定
す
る
キ
ー
レ
ス
エ
ン
ト
リ
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
四
三
三
・
七
九
五
MHz
を
超
え
四
三
四
・

〇
四
五
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

［
三
～
十
一

略
］

（
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
）

第
六
条

［
同
上
］

［
一
～
三

同
上
］

［
２
・
３

同
上
］

４

［
同
上
］

［
一

同
上
］

二

［
同
上
］

［
⑴
～
⒀

同
上
］

［
新
設
］

［
三
～
十
一

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

2



（
無
線
設
備
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）

を
付
し

た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及

び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規

定
」
と
い
う

。
）

は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改

め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移

動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

加
え
る
。

3



改

正

後

改

正

前

（
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
十
四

特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
掲
げ
る

条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

五

四
三
三
・
六
七
MHz
を
超
え
四
三
四
・
一
七
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

［
イ

略
］

ロ

四
三
三
・
七
九
五
MHz
を
超
え
四
三
四
・
〇
四
五
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
タ
イ
ヤ
空
気

圧
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
（
タ
イ
ヤ
空
気
圧
の
監
視
等
を
目
的
と
し
て
、
主
と
し
て
自
動
車
に
開
設
す

る
無
線
局
の
無
線
設
備
を
い
う
。
）
又
は
キ
ー
レ
ス
エ
ン
ト
リ
シ
ス
テ
ム
（
主
と
し
て
自
動
車
の
操
作
及

び
管
理
の
用
に
供
す
る
無
線
通
信
（
デ
ー
タ
伝
送
に
限
る
。
）
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
を
い
う
。
）

は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、

容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ハ
・
ニ

［
略
］

ホ

国
際
輸
送
用
デ
ー
タ
伝
送
設
備
及
び
国
際
輸
送
用
デ
ー
タ
制
御
設
備
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る

方
法
に
よ
り
表
示
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

［
六
～
十
五

略
］

（
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
十
四

［
同
上
］

［
一
～
四

同
上
］

五

［
同
上
］

［
イ

同
上
］

［
新
設
］

ロ
・
ハ

［
同
上
］

ニ

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
法
に
よ
り
表
示
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

［
六
～
十
五

同
上
］

別
表

第
三

号
（

第
七

条
関

係
）

 

［
１

～
2
2
 

略
］

 

2
3
 

3
1
2
M
H
z
を

超
え

3
1
5
.
2
5
M
H
z
以

下
又

は
4
3
3
.
6
7
M
H
z
を

超
え

4
3
4
.
1
7
M
H
z
以

下
の

周
波

数
の

電
波

を
使

用
す

る

特
定

小
電

力
無

線
局

の
送

信
設

備
の

不
要

発
射

の
強

度
の

許
容

値
は

、
２

に
規

定
す

る
値

に
か

か
わ

ら
ず

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

［
⑴

 
略

］
 

⑵
4
3
3
.
6
7
M
H
z
を

超
え

4
3
4
.
1
7
M
H
z
以

下
の

周
波

数
の

電
波

を
使

用
す

る
も

の
（

第
4
9
条

の
1
4
第

５
号

イ
に

規

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

 

［
表

 
略

］
 

［
注

 
略

］
 

⑶
4
3
3
.
7
9
5
M
H
z
を

超
え

4
3
4
.
0
4
5
M
H
z
以

下
の

周
波

数
の

電
波

を
使

用
す

る
も

の
（

第
4
9
条

の
1
4
第

５
号

ロ
に

規
定

す
る

も
の

に
限

る
。

）
 

周
波

数
帯

 
不

要
発

射
の

強
度

の
許

容
値

 

１
G
H
z
以

下
（

4
3
3
.
7
9
5
M
H
z
を

超
え

4
3
4
.
0
4
5
M
H
z
以

下
の

周
波

数
を

除
く

。
）

 

任
意

の
1
0
0
k
H
z
幅

で
2
5
0
n
W
以

下
 

別
表

第
三

号
（

第
七

条
関

係
）

 

［
１

～
2
2
 

同
左

］
 

2
3
 

［
同

左
］

 

［
⑴

 
同

左
］

 

⑵
4
3
3
.
6
7
M
H
z
を

超
え

4
3
4
.
1
7
M
H
z
以

下
の

周
波

数
の

電
波

を
使

用
す

る
も

の

［
表

 
同

左
］

 

［
注

 
同

左
］

 

［
新

設
］
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１
G
H
z
を

超
え

る
も

の
 

任
意

の
１

M
H
z
幅

で
１

μ
W
以

下
 

注
 

不
要

発
射

の
強

度
の

許
容

値
は

、
等

価
等

方
輻

射
電

力
の

値
と

す
る

。
 

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

6



改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
号

技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
（
第
六
条
及
び
第
二
十
五
条
関
係
）

一

技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

［
⑴
・
⑵

略
］

⑶

特
性
試
験

申
込
設
備
に
つ
い
て
、
次
に
従
つ
て
試
験
を
行
い
、
か
つ
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
。

ア

次
の
表
の
一
の
欄
に
掲
げ
る
装
置
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
二
の
欄
に
掲
げ
る
試
験
項
目
ご
と
に
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
三
の
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
等
を
使
用
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
試
験
方
法
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
方
法
に
よ
り
同
表
の
四
の
欄
の
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従
つ
て
試
験
を
行
う
。

［
表
略
］

注
［
１
～
４

略
］

５

三
一
二
MHz
を
超
え
三
一
五
・
二
五
MHz
以
下
、
四
〇
二
MHz
を
超
え
四
〇
五
MHz
以
下
、
四
三
三
・
六

七
MHz
を
超
え
四
三
四
・
一
七
MHz
以
下
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
四
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
特
定

小
電
力
無
線
局
を
除
く
。
）
、
四
三
三
・
七
九
五
MHz
を
超
え
四
三
四
・
〇
四
五
MHz
以
下
（
設
備
規
則

第
四
十
九
条
の
十
四
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
に
限
る
。
）
、
二
、
四
〇
〇
MHz
以

上
二
、
四
八
三
・
五
MHz
以
下
、
一
〇
・
五
GHz
を
超
え
一
〇
・
五
五
GHz
以
下
若
し
く
は
二
四
・
〇
五

GHz
を
超
え
二
四
・
二
五
GHz
以
下
、
五
七
GHz
を
超
え
六
六
GHz
以
下
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
四

第
十
四
号
に
規
定
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
を
除
く
。
）
、
六
〇
GHz
を
超
え
六
一
GHz
以
下
（
設
備
規

則
第
四
十
九
条
の
十
四
第
十
四
号
に
規
定
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
に
限
る
。
）
又
は
七
六
GHz
を
超

え
七
七
GHz
以
下
若
し
く
は
七
七
GHz
を
超
え
八
一
GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を
除

く
。

［
６
～
23

略
］

［
イ
・
ウ

略
］

［
二
・
三

略
］

別
表
第
一
号

［
同
上
］

一

［
同
上
］

［
⑴
・
⑵

同
上
］

⑶

［
同
上
］

申
込
設
備
に
つ
い
て
、
次
に
従
つ
て
試
験
を
行
い
、
か
つ
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
。

ア

［
同
上
］

［
表
同
上
］

注
［
１
～
４

同
上
］

５

三
一
二
MHz
を
超
え
三
一
五
・
二
五
MHz
以
下
、
四
〇
二
MHz
を
超
え
四
〇
五
MHz
以
下
、
四
三
三
・
六

七
MHz
を
超
え
四
三
四
・
一
七
MHz
以
下
、
二
、
四
〇
〇
MHz
以
上
二
、
四
八
三
・
五
MHz
以
下
、
一
〇
・

五
GHz
を
超
え
一
〇
・
五
五
GHz
以
下
若
し
く
は
二
四
・
〇
五
GHz
を
超
え
二
四
・
二
五
GHz
以
下
、
五
七

GHz
を
超
え
六
六
GHz
以
下
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
四
第
十
四
号
に
規
定
す
る
特
定
小
電
力
無
線

局
を
除
く
。
）
、
六
〇
GHz
を
超
え
六
一
GHz
以
下
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
四
第
十
四
号
に
規
定

す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
に
限
る
。
）
又
は
七
六
GHz
を
超
え
七
七
GHz
以
下
若
し
く
は
七
七
GHz
を
超

え
八
一
GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。

［
６
～
23

同
上
］

［
イ
・
ウ

同
上
］

［
二
・
三

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
総
務
省
令
第

号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
周
波
数
割
当
計
画
（
令

和
二
年
総
務
省
告
示
第
四
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

次
の
表
に
よ
り
、
変
更
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
変
更
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
変
更
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「

対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
２

 
周

波
数

割
当

表
 

［
１

～
７

 
略

］
 

第
２

 
周

波
数

割
当

表
 

［
１

～
７

 
同

左
］

 

周
波
数

割
当

表
 

周
波
数

割
当

表
 

［
第

１
表

 
略

］
 

［
第

１
表

 
同

左
］

 

第
２
表

 
27

.
5M

H
z
-1
0
0
00
M
H
z 

第
２
表

 
27

.
5M

H
z
-1
0
0
00

M
H
z 

［
略

］
 

国
内
分

配
(M

H
z) 

（
４
）
 

無
線
局

の
目

的
 

（
５

）
 

周
波

数
の

使
用

に
関

す
る

条
件
 

（
６

）
 

［
略

］
 
［

略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略

］
 

4
3
2
―

4
3
8 

J
8
2 

ア
マ
チ

ュ
ア

 
J
3
4 ア

マ
チ

ュ
ア

業
務

用

移
動
 

J
8
4 

小
電
力

業
務

用
 

国
際

輸
送

用
デ

ー
タ

伝
送

用
並

び
に

タ
イ

ヤ
空

気
圧

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

シ
ス

テ
ム

用
及

び
キ

ー
レ

ス
エ

ン
ト

リ
シ

ス
テ

ム
用

と
し

、
国

際
輸

送
用

デ
ー

タ
伝

送
用

の
割

当
て

は
別

表
９

－
４

に
、

タ
イ

ヤ
空

気
圧

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

シ
ス

テ
ム

用
及

び
キ

ー
レ

ス
エ

ン
ト

リ
シ

ス
テ

ム
用

の
割

当
て

は
別

表
９

－
1
4に

よ
る

。

無
線
標

定
 

公
共
業

務
用

 

地
球
探

査
衛

星
（

能
動
）

 
J8

3 

公
共
業

務
用

 

一
般
業

務
用

 

［
略

］
 

［
略
］
 

［
略
］

 
［

略
］

 

［
同

左
］
 

国
内
分

配
(k

H
z) 

（
４
）
 

無
線
局

の
目

的
 

（
５
）
 

周
波
数

の
使

用
に

関
す

る
条

件
 

（
６
）
 

［
同

左
］
 ［

同
左

］
 

［
同
左

］
 

［
同
左

］
 

［
同
左

］
 

4
3
2
-
43
8

ア
マ
チ

ュ
ア

ア
マ
チ

ュ
ア

業
務

用

移
動
 

J
8
4 

小
電
力

業
務

用
 

国
際

輸
送

用
デ

ー
タ

伝
送

用
と

し
、

割
当

て
は

別
表

９
－

４
に

よ
る
。
 

無
線
標

定
 

公
共
業

務
用
 

地
球
探

査
衛

星
（

能
動
）

 
J8

3 

公
共
業

務
用
 

一
般
業

務
用
 

［
同

左
］

 
［

同
左

］
 

［
同
左

］
 

［
同
左

］
 

［
第

３
表

 
略

］
 

［
第

３
表

 
同

左
］

 

［
国

内
周

波
数

分
配
の

脚
注

 
略
］
 

［
国

内
周

波
数

分
配

の
脚

注
 

同
左

］
 

［
別

表
１

－
１

～
別
表

９
－

1
3 

略
］
 

［
別

表
１

－
１

～
別

表
９

－
1
3 

同
左
］
 

別
表

９
－

14
 
タ

イ
ヤ

空
気

圧
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

シ
ス

テ
ム

用
及

び
キ

ー
レ

ス
エ

ン
ト

リ
シ

ス
テ

ム
用

特
定

小
電

力

無
線

局
の

周
波

数
表
 

4
3
3
.
92
M
H
z 

［
新

設
］

 

［
別

表
1
0－

１
～

別
表

11
－
３

 
略
］
 

［
別

表
1
0－

１
～

別
表

11
－
３

 
同
左

］
 

［
国

際
周

波
数

分
配
の

脚
注

 
略
］
 

［
国

際
周

波
数

分
配

の
脚

注
 

同
左

］
 

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。

10



○
総
務
省
告
示
第

号

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
六
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
元
年
郵
政
省
告
示
第
四
十
二
号
（
特
定
小
電
力
無
線
局
の
用
途
、
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
並
び
に
空
中
線
電
力

を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

11



改

正

後

改

正

前

特

定

小

電

力

無

線

局

の

電

波

の

型

式

、

周

波

数

及

び

空

中

線

電

力

は

、

次

に

掲

げ

る

用

途

の

区

分

に

従

い

、

そ

れ

ぞ

れ

の

表

の

と

お

り

と

す

る

。

［

同

上

］

［

一

～

十

三

略

］

［

一

～

十

三

同

上

］

十

四

タ

イ

ヤ

空

気

圧

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

シ

ス

テ

ム

用

及

び

キ

ー

レ

ス

エ

ン

ト

リ

シ

ス

テ

ム

用

［

新

設

］

周

波

数

空

中

線

電

力

備

考

四

三

三

・

九

二

MHz

一

ミ

リ

ワ

ッ

ト

以

下

単

向

通

信

方

式

、

単

信

方

式

、

複

信

方

式

注

空

中

線

電

力

は

、

等

価

等

方

輻

射

電

力

の

値

と

す

る

。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

12



○
総
務
省
告
示
第

号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
十
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
元
年
郵
政
省
告
示
第
四
十
九
号
（
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
の
一
の
筐
体
に
収
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
装
置
、

送
信
時
間
制
限
装
置
及
び
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
の
技
術
的
条
件
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ

を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

［

一

略

］

［

一

同

上

］

二

送

信

時

間

制

限

装

置

は

、

次

の

と

お

り

で

あ

る

こ

と

。

二

［

同

上

］

１

送

信

時

間

制

限

装

置

（

四

三

三

・

七

九

五

M H z
を

超

え

四

三

四

・

〇

四

五

M H z
以

下

（

設

備

規

則

第

四

十

九

条

の

十

四

第

五

号

ロ

に

規

定

す

る

も

の

に

限

る

。

）

、

九

一

五

・

九

M H z
以

上

九

二

九

・

七

M H z
以

下

及

び

五

七

G H z
を

超

え

六

四

G H z
以

下

（

設

備

規

則

第

四

十

九

条

の

十

四

第

十

二

号

に

規

定

す

る

も

の

に

限

る

。

）

の

周

波

数

の

電

波

を

使

用

す

る

無

線

設

備

の

も

の

を

除

く

。

）

は

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

用

途

の

区

分

に

従

い

、

電

波

を

発

射

し

て

か

ら

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

送

信

時

間

以

内

に

そ

の

発

射

を

停

止

し

、

か

つ

、

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

送

信

休

止

時

間

を

経

過

し

た

後

で

な

け

れ

ば

そ

の

後

の

送

信

を

行

わ

な

い

も

の

で

あ

る

こ

と

。

１

送

信

時

間

制

限

装

置

（

九

一

五

・

九

M H z
以

上

九

二

九

・

七

M H z
以

下

及

び

五

七

G H z
を

超

え

六

四

G H z
以

下

（

設

備

規

則

第

四

十

九

条

の

十

四

第

十

二

号

に

規

定

す

る

も

の

に

限

る

。

）

の

周

波

数

の

電

波

を

使

用

す

る

無

線

設

備

の

も

の

を

除

く

。

）

は

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

用

途

の

区

分

に

従

い

、

電

波

を

発

射

し

て

か

ら

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

送

信

時

間

以

内

に

そ

の

発

射

を

停

止

し

、

か

つ

、

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

送

信

休

止

時

間

を

経

過

し

た

後

で

な

け

れ

ば

そ

の

後

の

送

信

を

行

わ

な

い

も

の

で

あ

る

こ

と

。

［

表

略

］

［

表

同

上

］

［

注

略

］

［

注

同

上

］

［

２

・

３

略

］

［

２

・

３

同

上

］

４

四

三

三

・

七

九

五

M H z
を

超

え

四

三

四

・

〇

四

五

M H z
以

下

の

周

波

数

の

電

波

を

使

用

す

る

無

線

設

備

（

設

備

規

則

第

四

十

九

条

の

十

四

第

五

号

ロ

に

規

定

す

る

も

の

に

限

る

。

）

の

送

信

時

間

制

限

装

置

は

、

一

時

間

当

た

り

の

送

信

時

間

の

総

和

が

三

六

〇

秒

以

下

で

あ

る

こ

と

。

ま

た

、

周

期

的

な

送

信

を

行

う

も

の

に

あ

っ

て

は

、

電

波

を

発

射

し

て

か

ら

一

秒

以

内

に

そ

の

電

波

の

発

射

を

停

止

し

、

か

つ

、

一

ミ

リ

秒

の

送

信

休

止

時

間

を

経

過

し

た

後

で

な

け

れ

ば

そ

の

後

の

送

信

を

行

わ

な

い

も

の

で

あ

る

こ

と

。

［

新

設

］

［

三

～

七

略

］

［

三

～

七

同

上

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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○
総
務
省
告
示
第

号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
別
表
第
二
号
第
28

の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

十
八
年
総
務
省
告
示
第
六
百
五
十
九
号
（
別
に
定
め
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容

値
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

特
定

小
電

力
無

線
局

の
無

線
設

備
の

占
有

周
波

数
帯

幅
の

許
容

値
は

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄

の
と

お
り

と
す

る
。

 

［
同

左
］

特
定

小
電

力
無

線
局

の
無

線
設

備
占

有
周

波
数

帯
幅

の
許

容
値

 

［
略

］
［

略
］

九
 

4
3
3
.
6
7
M
H
z
を

超
え

4
3
4
.
1
7
M
H
z
以

下
の

周
波

数
の

電
波

を
使

用
す

る
国

際
輸

送
用

デ
ー

タ
伝

送
用

の
無

線
設

備
 

１
 

国
際

輸
送

用
デ

ー
タ

伝
送

設
備
（

設
備

規
則

第
4
9
条

の
1
4
第

５
号

イ
に

規
定

す
る

も
の

を
い

う
。

）

２
国

際
輸

送
用

デ
ー

タ
制

御
設

備
（

同
号

イ
に

規
定

す

る
も

の
と

い
う

。
）

2
0
0
k
H
z
 

5
0
0
k
H
z
 

九
の

二
 

4
3
3
.
7
9
5
M
H
z
を

超
え

4
3
4
.
0
4
5
M
H
z
以

下
の

周
波

数

の
電

波
を

使
用

す
る

無
線

設
備

（
設

備
規

則
第

4
9
条

の
1
4

第
５

号
ロ

に
規

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

 

2
5
0
k
H
z
 

［
略

］
［

略
］

［
注

略
］

特
定

小
電

力
無

線
局

の
無

線
設

備
占

有
周

波
数

帯
幅

の
許

容
値

 

［
同

左
］

［
同

左
］

九
 

4
3
3
.
6
7
M
H
z
を

超
え

4
3
4
.
1
7
M
H
z
以

下
の

周
波

数
の

電
波

を
使

用
す

る
国

際
輸

送
用

デ
ー

タ
伝

送
用

の
無

線
設

備
 

１
 

国
際

輸
送

用
デ

ー
タ

伝
送

設
備

（
設

備
規

則
第

4
9
条

の
1
4
第

５
号

イ
に

規
定

す
る

も
の

を
い

う
。

）

２
国

際
輸

送
用

デ
ー

タ
制

御
設

備
（

同
号

イ
に

規
定

す

る
も

の
と

い
う

。
）

2
0
0
k
H
z
 

5
0
0
k
H
z
 

［
同

左
］

［
同

左
］

［
注

同
左

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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○
総
務
省
告
示
第

号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
別
表
第
一
号
注
34

の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
五
百
七
号
（
構
内
無
線
局
等
の
無
線
設
備
に
指
定
す
る
周
波
数
の
指
定
周
波
数
帯
を
定
め
る

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
そ
の
標
記
部
分
が

異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

［
１

 
略

］
 

［
１

同
左

］

２
特

定
小

電
力

無
線

局
２

［
同

左
］

周
波

数
指

定
周

波
数

帯

［
略

］
［

略
］

4
3
3
.
9
2
M
H
z
 

4
3
3
.
6
7
M
H
z
か

ら
4
3
4
.
1
7
M
H
z
ま

で
（

注
１

）
 

4
3
3
.
7
9
5
M
H
z
か

ら
4
3
4
.
0
4
5
M
H
z
ま

で
（

注
２

）

［
略

］
［

略
］

6
0
.
5
G
H
z
 

6
0
.
0
G
H
z
か

ら
6
1
.
0
G
H
z
ま

で
（

注
３

）

5
7
.
0
G
H
z
か

ら
6
4
.
0
G
H
z
ま

で
（

注
４

）

6
1
.
5
G
H
z
 

5
7
.
0
G
H
z
か

ら
6
6
.
0
G
H
z
ま

で
（

注
４

）

［
略

］
［

略
］

注
１

設
備

規
則

第
四

十
九

条
の

十
四

第
五

号
イ

に
規

定
す

る
特

定
小

電
力

無
線

局
に

限

る
。

注
２

設
備

規
則

第
四

十
九

条
の

十
四

第
五

号
ロ

に
規

定
す

る
特

定
小

電
力

無
線

局
に

限

る
。

注
３

・
注

４
［

略
］

周
波

数
指

定
周

波
数

帯

［
同

左
］

［
同

左
］

4
3
3
.
9
2
M
H
z
 

4
3
3
.
6
7
M
H
z
か

ら
4
3
4
.
1
7
M
H
z
ま

で

［
同

左
］

［
同

左
］

6
0
.
5
G
H
z
 

6
0
.
0
G
H
z
か

ら
6
1
.
0
G
H
z
ま

で
（

注
１

）

5
7
.
0
G
H
z
か

ら
6
4
.
0
G
H
z
ま

で
（

注
２

）

6
1
.
5
G
H
z
 

5
7
.
0
G
H
z
か

ら
6
6
.
0
G
H
z
ま

で
（

注
２

）

［
同

左
］

［
同

左
］

［
新

設
］

［
新

設
］

注
１

・
注

２
［

同
左

］

［
３

～
６

略
］

［
３

～
６

同
左

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。
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○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
十
四
第
五
号
ホ
及
び
同
条
第

十
一
号
ニ
の
規
定
に
基
づ
き
、
四
三
三
・
六
七
㎒
を
超
え
四
三
四
・
一
七
㎒
以
下
及
び
一
〇
・
五
㎓
を
超
え
一
〇
・
五

五
㎓
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
表
示
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 な

お
、
平
成
十
八
年
総
務
省
告
示
第
六
百
五
十
七
号
（
四
三
三
・
六
七
㎒
を
超
え
四
三
四
・
一
七
㎒
以
下
及
び
一
〇

・
五
㎓
を
超
え
一
〇
・
五
五
㎓
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
表
示
の

方
法
を
定
め
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

一 

四
三
三
・
六
七
㎒
を
超
え
四
三
四
・
一
七
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
（
設
備
規
則
第
四
十

九
条
の
十
四
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
に
限
る

。
）
は
、

筐
き
ょ
う

体
の
見
や
す
い
箇
所

に
、
当
該
無
線
設
備
は
国
際
輸
送
に
係
る
場
合
に
お
い
て
の
み
電
波
の
発
射
が
可
能
で
あ
る
旨
が
付
さ
れ
て
い
る
こ

と
。 

二 

一
〇
・
五
㎓
を
超
え
一
〇
・
五
五
㎓
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
は
、
筐
体
の
見
や
す
い
箇
所

に
、
当
該
無
線
設
備
の
送
信
は
屋
内
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
旨
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 
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